
農林水産省
北海道農政事務所

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
Hokkaido Office



Ⅴ 農業経営を支える

担い手の確保と経営の安定・・・・・・・・・15

Ⅵ 農業地域を活性化する

鳥獣被害対策とジビエ利活用・・・・・・・・17
農福連携の推進・・・・・・・・・・・・・・18

Ⅶ 農林水産業の姿をとらえる

農林水産統計・・・・・・・・・・・・・・・19

北海道農政事務所の組織
地域拠点
お問合せ窓口
住所・アクセス

データで見る北海道農業のすがた

Ⅰ 国民生活に不可欠な食を供給する

持続可能な畑作・・・・・・・・・・・・・・・・１
酪農・畜産の振興・・・・・・・・・・・・・・・３
道産米の需給・価格の安定に向けて・・・・・・・５

Ⅱ 農業のＩＣＴ・ＩｏＴ化を加速する

スマート農業の推進・・・・・・・・・・・・・・７

Ⅲ 食の安全と消費者の信頼を確保する

食の安全と消費者の信頼の確保・・・・・・・・・９

Ⅳ 農林水産物の需要を拡大する

農林水産物の付加価値向上・・・・・・・・・・・11
農林水産物・食品の輸出拡大・・・・・・・・・・12
農林水産物等の名称の保護・・・・・・・・・・・13
再生可能エネルギーの利活用・・・・・・・・・・14

北海道では、
全国の

4分の1を占める広大な農地を活かして、
稲作、畑作、野菜、畜産・酪農など、

経営規模が大きく多様な農業生産が展開されています。
多くの品目で生産量全国１位を誇り、

食料の安定供給を図る上で重要な役割を担っています。

また、食品製造業や飲食業、観光業に活気があり、
食料産業が北海道経済を支える重要な柱となっています。

近年、スマート農業や輸出拡大、食と観光の連携によるなど、
新たな動きが着実に広がっています。

“食料基地”北海道の農業を
次世代に継承していくために――

表紙：美瑛町パッチワークの丘



◆ データで見る北海道農業のすがた ◆

■ 耕地面積

資料：農林水産省統計部「作物統計調査」

■ 経営耕地面積規模別の農業経営体割合

資料：農林水産省統計部「農業構造動態調査（平成31年）」
注：四捨五入のため割合の合計が100％にならない場合がある。

■ 農業産出額

〇 都道府県別 〇 北海道の部門別構成比

資料：農林水産省統計部「生産農業所得統計」
注：四捨五入のため割合の合計が100％にならない場合がある。

■ 全国１位の収穫量

〇 畑作物の収穫量と全国に占める割合
■北海道 ■都府県

〇野菜の収穫量と全国に占める割合
■北海道 ■都府県

資料：農林水産省統計部「作物統計調査」
注１：小麦の値は令和元年産、それ以外の値は平成30年産

２：北海道における産出額が多い順
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Chapter Ⅰ 国民生活に不可欠な食を供給する

持続可能な畑作

北海道は、麦、てんさい、大豆、ばれいしょ、たまねぎ、そば等、多くの
品目で作付面積、生産量が全国１位。産地の取組を支援しています。

（施策のターゲット）（施策のターゲット）
➢ 将来にわたって国民に食料を安定的に供給
➢ 国内農業の生産基盤を強化し、国内農業生産の拡大

意欲ある担い手の支援 道産農産物の生産性向上

北海道の耕地面積や農家戸数

が減少する中で、大規模な農業経

営体が増えています。

他方、畑作物では多くの労働量

を要するばれいしょやてんさい、人手

が必要な施設園芸など、面積当た

りの収益性が高い作物が減少傾

向です。

こうした中で、意欲ある担い手が

安定した生産を持続的に行うことが

できるような取組を支援しています。

北海道産の小麦やてんさい、ば

れいしょ、豆類、野菜、果樹等の生

産性を向上し、農家の所得を増加

させるための支援を行っています。

特に、労働力不足等に対応する

ための高性能な農業用機械のリー

スや取得、高付加価値化を図るた

め栽培施設の整備を支援していま

す。

また、集出荷施設や農産物処理

加工施設等の整備も支援していま

す。道内各地で、農業者等によっ

て共同利用されている大きな集出

荷施設を目にすることができます。

ばれいしょの収穫と選別



国際競争力の強化 持続可能な畑作産地へ

国際化が進み、他国で生産され

る農作物・食品の存在を無視する

ことができなくなってきている反面、

海外市場で日本の農林水産物の

新たな需要が増えつつあります。

そうしたチャンスを踏まえ、海外の

新市場を獲得していくために、北海

道のブランド力を活かした、国際的

にも付加価値の高い産地を目指し

ています。

特に、生産安定・効率化に必要

な体制整備や生育予測技術等の

導入、実需者ニーズへの対応に

必要な品質保持技術の実証を

行っています。

経営規模の拡大が進む中、適正

な輪作体系を維持するため、ばれ

いしょやてんさい、豆類の省力・効

率作業体系や新技術の導入、労

働軽減化の取組等を支援していま

す。

また、病害虫抵抗性品種の導入

や種ばれいしょの生産性向上に向

けた取組、気象災害リスク等を軽減

するための生産技術の導入等も支

援しています。

てんさいの収穫 たまねぎの選別
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Chapter Ⅰ 国民生活に不可欠な食を供給する

酪農・畜産の振興

酪農及び畜産農家の生産規模の拡大と生産性向上、生産
コストの低減等を図り、良質な畜産物を消費者に安定的に供給
します。

（施策のターゲット）（施策のターゲット）
➢ 収益性向上のための体質強化と生産性向上
➢ 規模拡大に伴う環境と労働への負荷を軽減
➢ 経営コスト低減に向けた飼料費の低減
➢ 施策の推進に必要となる酪農・畜産情報の提供

収益性向上のための
体質強化と生産性向上

規模拡大に伴う
環境と労働への負荷を軽減

地域で連携して高収益型の増産を実現
するため、畜舎や機械の整備など、畜産
クラスターの構築を推進しています。

また、生産規模の拡大及び生産性の向
上に向けた支援により、地域の効率的な
収益性の向上を目指しています。
例えば、性判別技術の活用による乳用

後継牛の計画的な確保・育成を支援しま
す。
さらに、乳用牛への受精卵移植技術の
活用などによる和牛増頭対策、ＩＣＴ（情報
通信技術）を活用した発情発見や、分娩
監視装置の普及を支援しています。

近年、北海道における酪農及び畜産

経営は、規模拡大が進み、環境と労働

への負荷が課題です。

このため、関係機関と連携し、酪農家

が家畜排せつ物の還元に必要な飼料

作付面積の確保を前提として行う資源

循環促進や地球温暖化防止、生物多

様性保全等の取組を推進しています。

また、労働負担の軽減に向けて、コン

トラクター、ＴＭＲセンターなどの飼料生産

受託組織への分業体制を構築するとと

もに、飼養管理の自動化のための搾乳

ロボットの導入を推進しています。

フリーストール牛舎
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地域における畜産クラスター構築のイメージ

搾乳ロボット

畜産農家をはじめ、地域の関係事業者が連携・結集
し、地域ぐるみで高収益型の畜産を実現するための
体制の構築

※１：飼料作物の播種や収穫作業などを請け負う組織
※２：粗飼料と濃厚飼料等をバランス良く配合した牛の飼料

（TMR:Total Mixed Ration)を製造し、畜産農家に供給する組織

※１ ※２



酪農及び畜産の経営コストの４～５割
を占める飼料費の低減が必要不可欠と
なっています。
このため、粗飼料の生産及び利用に

ついて、生産性の高い草地への転換
や、有用な粗飼料生産基盤である公
共牧場の活用拡大等を推進しています。
また、飼料生産の省力化に有効な肉

用牛や乳用牛の放牧のほか、国産粗
飼料の増産も推進しています。
一方、濃厚飼料原料の海外への過

度な依存から脱却し、国産原料の生産
及び利用を拡大するため、濃厚飼料用
とうもろこしの実証的な生産を推進してい
ます。
当該とうもろこしの利用に関心のある酪
農・畜産農家の方々と、実証的な生産
を行う農家をマッチングを進めています。
国産濃厚
飼料用とうも
ろこしの生産
及び利用促
進を図ってい
ます。

濃厚飼料用とうもろこし

経営の低コスト化に向けた
飼料費の低減 酪農・畜産情報の提供

酪農・畜産農家に対し、酪農・畜産
に係る病害虫に関する情報等を幅広
く提供しています。
また、生産者を始め、営農普及関係
者等に向けて、時節に合ったテーマの
セミナーや現地検討会を開催していま
す。

現地検討会の開催

牧草の収穫
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道産米の需要に応じた生産・販売に向けた取組

道産米の周年供給・
需要拡大の取組

道産米を生産年の翌年から翌々
年以降に長期計画的に販売する取
組を行う生産者団体を支援しています。
また、生産者団体等による、各種メ

ディア及びイベントを活用した道産米の
ＰＲ等を支援しています。

海外での米のＰＲ
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備蓄米の推進

国は、米の供給が不足する事態に
備え、必要数量の米を備蓄しており、
道内の米の産地に対して、備蓄米へ
の取組を促しています。

需要・価格動向等の
きめ細やかな情報提供

需要に応じた生産・販売を進める
ため、北海道の米の生産地や需要
者に対してキャラバンを実施していま
す。
生産現場の意見・課題等の聞き

取り、最新の需要・価格動向等の
情報提供を行っています。
また、年初から収穫時期までの間、

地域農業再生協議会から、主食用
米と用途別（加工用や輸出用等）
の作付の意向を聞き取り、定期的に
ホームページ等で公表しています。

近年、全国的に主食用米の需要が年約10万トン減少している中で、道産米の
需給と価格の安定を図ることが重要です。このため、産地や実需者等に対して、道
産米の需要に応じた生産・販売を後押ししています。

Chapter Ⅰ 国民生活に不可欠な食を供給する

道産米の需給・価格の
安定に向けて

道産米の需給及び価格の安定のため、各種施策を
推進しています。

（施策のターゲット）（施策のターゲット）
➢ 道産米の需要に応じた生産・販売に向けた取組
➢ 水田のフル活用に向けた取組



北海道は、日本有数の水田地帯です。これからもこの持続性に優れた生産装置
である水田を最大限に有効活用することが重要です。このため、北海道の水田農業
を後押ししています。

近年、道産小麦・大豆は人気が

高まってきています。水田の機能を

維持しつつ、これら麦・大豆を水田

で生産する生産者に交付金を交付

しています。

このほか、飼料作物、主食用米以

外の米（ＷＣＳ用稲、加工用米、飼

料用米、米粉用米）を水田で生産

している生産者も支援しています。

主食用米の需要が減少していく

中、道内の水田農業の高収益化を

推進することが重要です。このため、

野菜・果樹等の高収益作物の生

産を行う農業者を支援しています。

水田フル活用に向けた取組

海外での米のＰＲ

野菜・果樹等の
高収益作物の生産

代かき

魅力ある産地づくりに向けて人気の高まる小麦･大豆等の生産

※

※ 稲発酵粗飼料稲
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北海道農業再生協議会や道内

の地域農業再生協議会は、地域の

特色ある魅力的な産地を創造する

ための地域の作物生産の設計図と

なる「水田フル活用ビジョン」を策

定しています。

この「水田フル活用ビジョン」に基

づき魅力ある産地づくりの取組を

行っている協議会を支援しています。



Chapter Ⅱ 農業のＩＣＴ・ＩｏＴ化を加速

する

スマート農業の推進
生産性を向上させ、農業を成長産業にしていくため、
ロボット・ＡＩ・ＩｏＴなどの先端技術を活用したスマート農業
に期待。

（施策のターゲット）（施策のターゲット）
➢ スマート農業の社会実装の加速化

キャベツの無人収穫機の実証

無人トラクター（有人と協調走
行）

スマート農業で期待される効果 農業現場への実装に向けて

平成12年に約15万人だった道内

の農業就業人口は平成30年に約９

万人に減少し、65歳以上の割合は

約４割を超えるようになりました。

このように、北海道においても、担い

手の減少・高齢化の進行等により

労働力不足が深刻な問題です。

一方、平均経営耕地面積は拡大

しており、１人当たり作業面積の限界

を打破する技術革新が必要です。

このため、ロボット・ＡＩ・ＩoＴ等の先端

技術の活用により、作業の自動化に

よる規模拡大、熟練農業者の技術

継承などが期待されています。

人手不足等の課題を解決するため
にスマート農業を加速化していきます。
また、農業の担い手のほぼ全てが

データを活用した農業を実践すること
を目指していきます。
スマート農業を総合的に推進する

ため、先端技術の現場への導入・
実証や、地域での戦略づくり、科学
的データに基づく土づくり、教育の推
進等の取組を支援しています。
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ＩＣＴ・ＩｏＴを活用したＴＭＲセ
ンター

すでに実証を完了し普及段階と
なっているGNSSガイダンスシステム、
自動操舵装置、搾乳ロボットの北海
道での導入台数は年々増加してい
ます。また、近年、ドローンを活用した
農薬散布の面積も増加しています。
「GNSSガイダンスシステム」とは、

GNSS等からの信号を受信することに
よりトラクタの位置座標を測位し、走
行経路を表示する装置です。
「自動操舵装置」とは、GNSSガイダ

ンスシステムにより示された走行経路
に沿って、運転者に代わってトラクタ
を自動でハンドリングする装置です。
（無人状態で走行する機能ではあり
ません。）

農業者がスマート農業技術情報を
入手できるよう、関係機関と合同で、
農業者と農機メーカー等のマッチン
グイベントを開催するなど、広く情報
発信しています。
令和元年のイベントでは、道内の実
証コンソーシアムからの発表、有識
者等の講演、農機メーカー・ICTベン
ダー等からの技術情報提供、農業
者等と関連企業とのマッチングが行
われました。
農村地域の通信環境の改善に向

けて、総務省と連携して取り組んでい
ます。

無人トラクター（有人と協調走
行）

出展者ブースの様子（スマート農業マッチングイベン
ト）

北海道のスマート農業導入状況 北海道農政事務所の取組

基調講演（スマート農業マッチングイベント）ロボットトラクタ実演（スマート農業マッチングイベン
ト）
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徹底した安全・安心の面から食卓を支える。
地域の食文化を子どもたちの世代につなぐ。

（施策のターゲット）（施策のターゲット）
➢ 安全・安心な農林水産物・食品の供給
➢ 食育と食文化の継承

土壌分析調査

Chapter Ⅲ 食の安全と消費者の信頼を確保

する

食の安全と消費者の信頼の確保

9

農林水産物の食品としての安全性
を確保するため、農薬や肥料の適正
使用を推進することが重要です。
このため、生産段階における農産物
への農薬の使用状況と残留状況等
を調査するとともに、使用者への指導
を行い、農薬の不適正使用の防止を
徹底しています。
また、北海道等と連携して「農薬危

害防止運動」を実施し、農薬やその
取扱いに関する正しい知識の普及を
図っています。
さらに、肥料を安心して利用できるよ

う、肥料の製造や表示等に関する監
視・指導を実施しています。

安全・安心な国産牛肉を食卓へ

届けるため、牛一頭ごとに付された個

体識別番号が生産から流通段階ま

で正確に伝達されているか監視して

います。

また、飼料安全法に基づく製造業

者等の届出受付業務、医薬品医

療機器等法に基づく動物用医薬品

製造販売業者等の許可・登録申請

受付業務を行っています。

さらに、ペットフード安全法に基づき、

ペットフードの表示の基準が遵守さ

れているか監視しています。

長いもの防除作
業

農薬・肥料の適正使用 畜水産物の安全性確保



北海道には、豊かな農林水産物と

気候・風土・歴史に根ざした独特の

食文化があります。

こうした北海道の食文化を次世代

に継承し、豊かで健康的な食生活を

実現させるため、食育や地産地消を

推進し、地域における食文化や食材

の魅力を伝えています。

取組として、「受け継ぎたい北海道

の食」動画コンテストを開催していま

す。

食品表示調査

食品表示やトレーサビリティの制度

に対する消費者の信頼を確保するた

め、食品の偽装表示等の情報受付

や食品表示に関する監視を行ってい

ます。

また、食品表示110番制度を設け、

食品の不適切な表示に関する情報

提供を受け付けています。

さらに、牛トレーサビリティ制度に基

づく牛肉の取引記録の作成・保存と、

米トレーサビリティ制度に基づく米・米

加工品に関する取引記録の作成・

保存や産地情報の伝達が適正に

行われているか監視しています。

食品表示・トレーサビリティ制度の適正運用 食育、地産地消の推進
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６次産業化とは、農林漁業者が生

産物の付加価値向上を目指し、生

産と加工・販売を一体的に行う取組

のことです。

こうした農林漁業者の課題解決を

図るため、専門的知識を有する６次

産業化プランナーを派遣し、農林漁

業者の経営の発展を支援しています。

さらに、農林漁業者と中小企業者

が連携し、それぞれの経営資源を有

効に活用して取り組む農商工等連

携を推進しています。

農泊に取り組む地域が、食や食文

化を中心とした観光資源を活用して

外国人旅行者の誘致を図る重点地

域を「SAVOR JAPAN」として認定してい

ます。北海道でも平成28年度に「十

勝地域」が認定されています。

また、「食かけるプロジェクト」として、

外国人旅行者が地域の食と芸術、

歴史等を組み合わせた体験をし、帰

国後も食を再体験できるよう、海外の

日本食レストランやイベントでの情報

発信を支援しています。

土壌分析調査

Chapter Ⅳ 農林水産物の需要を拡大す

る

農林水産物の付加価値向上

農家レストラン

11

６次産業化、農商工連携の推進 地域の食・食文化によるインバウンド誘致

１次産業×２次産業×３次産業により、生産・加工・流
通・販売のバリューチェーンを構築する。
海外ニーズに対応し、新たなマーケットを獲得する。

（施策のターゲット）
➢ 農林水産物の付加価値向上
➢ 販路の確立、需要拡大

十勝の大自然×食を楽しむグランピン
グ



訪問診断の様子

G F P

農林水産物・食品

輸出プロジェクト

Chapter Ⅳ 農林水産物の需要を拡大する

農林水産物・食品の輸出拡大

１億人ではなく、100億人を見据えた農林水産業へ。

（施策のターゲット）
➢ 海外への商流構築、プロモーションの促進
➢ 成長する海外の食市場の獲得

北海道の農林水産物・食品の輸

出額は、平成27年以降、全国の８％

程度で推移しています。水産物の輸

出割合が高いことが特徴で、主な輸

出品目は「ホタテ」、「さけ・ます」、「な

まこ」です。

輸出の一層の促進のため、ＧＦＰ（農

林水産物・食品輸出プロジェクト）の

取組を行っています。これは、輸出に

意欲と熱意のある農林漁業者や生

産者団体、食品事業者等の方々に

登録いただき、輸出の開始・拡大に

必要な情報や支援策を紹介するもの

です。

また、希望者には北海道農政事務

所や輸出の専門家チームが無料で訪

問診断を実施し、輸出の可能性診断

や、事業者とのマッチングを行います。

このほか、諸外国・地域への輸出に

必要となる各種証明書の発行業務を

行っています。例えば、東京電力福島

第一原子力発電所事故関連の輸出

証明書や自由販売証明書を発行して

います。

香港で開催された日本食普及イベントの様子

訪問診断の様子

輸 出 に 向 け た 取 組 の 支 援
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地理的表示（ＧＩ）保護制度を活用した知的財産の保護

地域で育まれた品質・特性を持つ農林水産物・食品
と、その産地の結びつきを守る。

土壌分析調査

Chapter Ⅳ 農林水産物の需要を拡大する

制度の大枠

☆ 地域共有の財産として、産品の名称が
保護される。

☆ 品質を守るもののみが市場に流通。
☆ GIマークにより、他産品との差別化が

可能。

☆ 訴訟等の負担なく、自らの産品のブラ
ンド価値を守ることにつながる。

☆ 原則として、登録された基準を満たす
産品のみに地理的表示が使用される。

効 果
① 産品（特定農林水産物等）をその生産地や品質
の基準等とともに登録。
（登免税として9万円要。更新料は不要）

② 登録内容を満たす産品には、「地理的表示」を使
用可能。また、地理的表示と併せて登録標章
（ＧＩマーク）の使用が可能。
※ 登録内容を満たさない産品へのＧＩマークの使
用や、ＧＩマークのみの使用は不可。

③ 地理的表示の不正使用は行政が取締り。

④ 地域の生産者は、既登録団体への加入や、新たに
登録を受けた生産者団体の構成員となることで、地
理的表示を使用可能。
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日本のＧＩマーク（施策のターゲット）
➢ 知的財産の保護及び模倣品の排除
➢ 産地の農林水産品のブランド価値の保護
➢ 産品の認知度向上

農林水産物等の名称の保護

GIマークは、産品の確立した特
性と地域との結び付きが見られ
る真正な地理的表示産品であ
ることを証するものです。

十勝川西長いも
（登録番号 第21号）

夕張メロン
（登録番号 第４号）

今金男しゃく
（登録番号 第86号）

地理的表示（GI）とは、地域で育ま

れた伝統を有し、その高い品質等が

生産地と結びついている農林水産物

や食品の名称を知的財産として

保護する制度です。

世界では既に100ヶ国以上で導入され
ており、日本では平成 2 7年から導入
されました。全国では94産品が登録されて
おり、道内でも「夕張メロン」、「十勝川西
長いも」、「今金男しゃく」、「檜山海参」の
４産品が登録されています。（令和２年３月末
時点）

※ ＧＩ： Geographical Indication

檜山海参(ヒヤマハイシェン)
（登録番号 第92号）



再生可能エネルギーの利活用に向けた取組

鹿追町環境保全センターバイオガスプラント

Chapter Ⅳ 農林水産物の需要を拡大する

再生可能エネルギーの利活用

牛ふんや木質バイオマスチップなどの再生可能エ
ネルギーを活用した地域づくりを進める。

（施策のターゲット）
➢ 再生可能エネルギー源を有効活用した農山漁
村の活性化

➢ 地域資源を循環活用した農林水産物の生産

農山漁村に豊富に存在する太陽
光、風力、小水力、バイオマス等の
再生可能エネルギーを活用し、地域
の活性化につなげていく必要がありま
す。
その際、地域への利益還元や土地

等の利用調整、地域の合意形成等
が課題となります。
農林水産業の健全な発展と調和

の取れた導入に向け、地域における
計画策定への助言などを行っていま
す。

また、地域のバイオマスを活用した地
域循環型の再生可能エネルギーの強
化を図るため、道内30箇所以上の市
町村を、バイオマス産業を軸としたまち・
むらづくりを目指す「バイオマス産業都
市」に選定し、施設整備等への支援を
行っています。
地球温暖化の防止や新たな産業の

発展、農山漁村の活性化など、バイオ
マス活用の進んだ社会の実現に向け
て取り組んでいきます。
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Chapter Ⅴ 農業経営を支える

担い手の確保と経営の安定

経営感覚を持ち自らの判断でチャレンジしていく農業経
営者が活躍できる環境づくりをサポートする。

（施策のターゲット）
➢ 効率的かつ安定的な農業経営の担い手の確保

地域の農地の利用状況等を地図
化し、これに基づき地域で将来に向
けた話合いを進め、担い手への農地
の集積・集約化を推進しています。

新たに農業を始めようとする方に各
種研修を紹介するなど、新規就農
や経営継承を支援しています。

女性が能力を発揮できる環境作り
への支援を総合的に推進しています。
職場･労働環境の改善のためのノウ
ハウを学ぶセミナー等の開催を支援
し、先進的な取組を共有するシンポ
ジウムを北海道内の地域拠点で開
催しています。
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農業経営体の法人化に関する相
談窓口を設置し、農業経営体の法
人化の推進体制の整備や農業経
営の質の向上などの取組を進めてい
ます。

人と農地の課題解決の推進 経営基盤強化、新規就農支援

女性活躍の推進 農業経営法人化支援

えだまめの収穫



農業経営における自然災害による
収量減少や市場価格の下落をはじ
めとする、農業者の経営努力では避
けられない様々なリスクに対応するた
め、収入保険と農業共済への加入
を推進しています。

てんさい 地震の被害を受けたトマト栽培施
設

「畑作物の直接支払交付金（ゲタ
対策）」と「米・畑作物の収入減少
緩和交付金（ナラシ対策）」を実施し
ています。
「ゲタ対策」は、担い手農家の経

営の安定に資するよう、諸外国との
生産条件の格差から生ずる不利を
補正するための交付金です。
麦、大豆、てんさい、でん粉原料用
ばれいしょ、そば、なたねを生産する
農業者に交付しています。
「ナラシ対策」は、農業収入の減少
がその農業経営に及ぼす影響を緩
和するための交付金です。
農業者の拠出を前提とした農業経

営のセーフティネットとして、米及び麦、
大豆、てんさい、でん粉原料用ばれ
いしょを生産する農業者に交付してい
ます。

生産者への聞き取り

経営所得安定対策の実施 リスクに備えた農業保険の加入促進
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エゾシカ、アライグマ等の野生鳥獣による農作物被害
の深刻化、広域化を食い止める。

（施策のターゲット）
➢ 鳥獣被害の防止
➢ ジビエ利活用の推進

Chapter Ⅵ 農業地域を活性化する

鳥獣被害防止対策とジビエ利活用

近年、エゾシカ、アライグマなどの
野生鳥獣による農林水産被害が深
刻化・広域化しています。北海道の
農作物被害の８割はエゾシカによる
ものであり、近年は、エゾシカ被害の
範囲が広域化し、かつては道東を中
心に発生していた被害が石狩地域
でも発生するようになっています。
こうした状況を踏まえ、侵入防止柵

の設置や捕獲機材の導入など、市
町村や地域関係者が一体となった
鳥獣被害防止対策の取組を支援し
ています。

鹿肉を始めとして、ヘルシーな赤身
の肉として野生鳥獣の肉“ジビエ”が
注目を集めています。北海道でも、
各地でジビエ料理レストランの取組が
見られます。関係機関と連携してセミ
ナー等により情報発信を行っていま
す。
より安全・安心なジビエの提供を図

るため、平成30年から「国産ジビエ認
証制度」が運用されています。北海
道においても、「エゾシカ肉処理施
設認証制度」が平成28年から国に
先駆けて運用されています。
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情報発信の様子囲いわな（手前に見える扉は捕獲した鹿の搬出口）

鳥獣被害の防止 ジビエ利活用の推進



農福連携の推進

自信や生きがいを創出し、社会参画を促す
「農」と福祉の連携を進める。

（施策のターゲット）
➢ 農業生産における障害者等の活躍の場の拡大
➢ 農産物生産の拡大、効率化
➢ 農産物の付加価値の向上

近年、農業分野と福祉分野が連
携して障害者や生活困窮者、高齢
者等の農業分野への就労を促進す
る「農福連携」の取組が盛んになって
います。
農福連携により、農業分野の働き

手の確保だけでなく、生産工程や作
業体系を見直す機会となり、農産物
生産の拡大、効率化につながる効
果が期待できます。
さらに、丁寧な作業など、障害者

個々の特性を踏まえることで良質な
農産物の生産やブランド化につなが
る効果が期待できます。地域コミュニ
ティで大きな役割を担う例もあります。

北海道内では地域ごとの自然条
件に応じた農業が展開されており、
地域の特色に応じた農福連携の実
践事例が多く存在します。
北海道内の農福連携の更なる普

及啓発のため、ホームページに農福
連携の各種情報を掲載しているほか、
セミナーやシンポジウムを定期的に開
催しています。
また、「北海道地域の農福連携推
進ネットワーク」（随時登録受付）の
事務局として、会員への情報発信を
行っています。

農作業の様子 野菜の加工処理

広がりを見せる農福連携の取組 北海道での取組展開のために

Chapter Ⅵ 農業地域を活性化する
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農林業センサス、漁業センサスで
は、経営体数や経営耕地面積の実
態を明らかにするため、農林漁業を
営んでいる全ての農林漁家や法人
を対象に５年に１度行っています。
調査結果は、食料・農業・農村基

本計画等の各種農林水産施策の
企画・推進・評価の基礎資料として
利用されます。また、それだけでなく、
各種交付金（地方交付税等）の算
定の基礎となっています。
さらに、調査結果は、ホームページ

等に掲載され、市町村や地域の関
係機関・学術研究機関に広く利用さ
れています。

農林水産業や農山漁村等の実態とその動向を明らか
にし、各種行政施策の企画・立案に必要なデータ提供、
分析を行う。

てん菜

農林漁業経営に関する統計 担い手や農山漁村に関する統計

経営統計調査は、農林漁業経営
の実態を把握し、「国民経済計算
（ ＧＤＰ統計 ）」や各種農林水産施
策の基礎資料として利用されていま
す。
例えば、小麦、大豆、てんさい生産

費等は、経営所得安定対策の交付
金の単価算定に利用されています。
また、 牛乳や肉用牛、肥育豚の生
産費等は、加工原料乳生産者補給
金や牛肉、 豚肉等の補てん金の単
価算定に利用されています。
調査にご協力いただいた方へは、

経営の参考となる調査結果の資料
を提供しています。

Chapter Ⅶ 農林水産業の姿をとらえる

農林水産統計

農家への聞き取り調査
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（Ｐ）

（ターゲット）
➢ 農林水産施策の基礎資料の提供

衛星画像を活用した面積調査



農林水産物の生産に関する統計 農畜水産物の流通、価格に関する統計

作物統計調査は、農林水産物の
生産の実態を把握し、食料自給率
の計算、各種交付金等の算定など
の基礎として利用されています。
水稲調査では、生産者のご協力を

いただきながら実測調査をし、作柄
や収穫量等について把握しています。
また、麦類、豆類、てんさい、ばれ

いしょ等の主要作物や野菜、畜産、
木材及び水産物等の生産実態と動
向を把握しています。
農業の生産基盤となる耕地とその

利用状況を把握する面積調査では、
ＡI (人工知能）等の新技術も利用し、
調査を行っています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

農畜水産物の流通・加工・消費の
実態を把握する調査は、需給の均
衡と価格の安定対策などの基礎とし
て利用されています。
６次産業化総合調査は、農水産

物の直売所等の数や販売金額等を
把握し、農業者、漁業者等の所得
の増大をもたらす6次産業化等の施
策推進に利用されています。
また、鳥獣被害防止対策の一環と
して、野生鳥獣（シカ等）の食肉等
（ジビエ）への利活用が推進されてい
る中、野生鳥獣のジビエ利用量等
の調査を行い、利用実態を把握して
います。

札幌中央卸売市場水稲実測調査
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米穀流通・食品表示監視課

所
長

次
長
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地方調整官

総務管理官

企画調整室

総 務 課

会 計 課

生 産 支 援 課

業 務 管 理 課

担 い 手 育 成 課

事 業 支 援 課

消 費 生 活 課

農 産 安 全 管 理 課

畜 水 産 安 全 管 理 課

調 整 課

統 計 企 画 課

経 営 ・ 構 造 統 計 課

生 産 流 通 消 費 統 計 課

生産経営産業部

消費・安全部

統計部

地域拠点（地方参事官等）：札幌・函館・旭川・釧路・帯広・北見

組 織 図



Organization

主な所掌

＜生産経営産業部＞

＜消費・安全部＞

＜統計部＞

経理、予算・決算、
予算の執行、支出の
決定・支給、入札・
契約・支払、物品の
購入・管理、国有財
産の管理・営繕、宿
舎、庁舎内管理

地域農業生産の振興、
環境保全、酪農・畜
産の振興、自給飼料
生産の推進、農畜産
物の生産･流通、地
方競馬監督、米穀の
需給･価格の安定

政府所有米穀の管理、
米穀取扱事業の届出、
米麦の輸出入の届出、
主要食糧の輸入に係
る納付金、農産物検
査、食用不適米麦の
廃棄処理

経営所得安定対策等、
畑作物の直接支払交
付金、収入減少影響
緩和交付金、人・農
地プラン、農業経営
の改善・安定

飲食料品の生産･流通･
消費増進、食文化の振
興、６次産業化、農商
工連携、輸出促進、知
的財産、バイオマス･
循環資源、再生可能エ
ネルギー

畜水産安全管理課農産安全管理課
米穀流通・

食品表示監視課

調整課 統計企画課

農林漁業センサス、農
林漁経営体の経営状況
や構造に関する統計調
査、農林漁業の産出額、
農業物価の統計調査

経営・構造統計課

農林水産物の生産に関
する統計調査、青果
物・畜産の流通・加
工・消費に関する統計、
食品産業に関する統計
調査

生産流通消費統計課

消費者の利益保護・相
談対応、消費者の部屋
の展示、食生活の改
善・啓発、食育の推進

消費生活課

農産物の安全性確保
農薬・肥料の適正使用

牛と牛肉の適正流通に
向けた監視・指導
畜水産物の安全性確
保

米穀の適正流通の確保、
食品表示の適正化の確
保

文書管理、情報公開、
個人情報保護、職員
の福利厚生、農林水
産省共済組合、職員
の人事・給与・服
務・研修

総務課

各種政策に関する企
画・総合調整、広
報・報道活動、災害
対策、物価対策、農
政全般に関する情報
発信・収集

企画調整室 会計課

農林水産統計データの
総合窓口、
統計データの提供

統計に関する総合調整

事業支援課担い手育成課業務管理課生産支援課
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館地域拠点函

〒040-0032 函館市新川町25-18  函館地方合同庁舎

TEL：0138-26-7800

FAX：0138-26-7744

Webサイト:https://www.maff.go.jp//hokkaido/hakodate/index.html

●渡島総合振興局及び檜山振興局の18市町村を管轄
しています。

＜渡島＞函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、
七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町、

＜檜山＞江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、
せたな町

●石狩、日高振興局及び後志、空知、胆振総合振興局のうち、
55市町村を管轄しています。

幌地域拠点札

〒064-8518 札幌市中央区南22条西6丁目2-22エムズ南22条ビル

TEL:011-330-8821

FAX:011-520-3064

Webサイト:https://www.maff.go.jp//hokkaido/sapporo/index.html

＜石狩＞札幌市、江別市、恵庭市、千歳市、北広島市、石狩市、当別町、
新篠津村

＜日高＞日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、
新ひだか町

＜後志＞小樽市、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、
留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、
神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村

＜空知(一部)＞夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、南幌町、由仁町、
長沼町、栗山町、月形町

＜胆振＞苫小牧市、室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、白老町、
厚真町、洞爺湖町、安平町、むかわ町

地域拠点

札幌地域拠点



●釧路総合振興局及び根室振興局の13市町村を管轄
しています。

路地域拠点釧

〒085-0017 釧路市幸町10丁目3番地 釧路地方合同庁舎

TEL:0154-23-4401

FAX:0154-23-4404

Webサイト:https://www.maff.go.jp//hokkaido/kushiro/index.html

＜釧路＞釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、
鶴居村、白糠町

＜根室＞根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町

●留萌振興局及び空知、上川、宗谷総合振興局のうち、
56市町村を管轄しています。

川地域拠点旭

〒078-8506 旭川市宮前1条3丁目3番15号旭川地方合同庁舎

TEL:0166-30-9300 

FAX:0166-30-9305

Webサイト:https://www.maff.go.jp//hokkaido/asahikawa/index.html

＜留萌＞留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、
遠別町、天塩町

＜空知(一部)＞芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、
深川市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、
妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町

＜上川＞旭川市、士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、
当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、
上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、和寒町、
剣淵町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町、
下川町

＜宗谷＞稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、
礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町
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●オホーツク総合振興局の18市町村を管轄しています。

見地域拠点北

〒090-0018 北見市青葉町6番8号 北見地方合同庁舎

TEL:0157-23-4171

FAX:0157-23-5358

Webサイト:https://www.maff.go.jp//hokkaido/kitami/index.html

25

＜オホーツク＞北見市、網走市、紋別市、美幌町、津別町、
斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、
佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、
西興部村、雄武町、大空町

●十勝総合振興局の19市町村を管轄しています。

広地域拠点帯

〒080-0016 帯広市西6条南7丁目3 帯広地方合同庁舎

TEL:0155-24-2401

FAX:0155-28-2428

Webサイト:https://www.maff.go.jp//hokkaido/obihiro/index.html

＜十勝＞帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、
清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、
幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、
浦幌町



お問合せ窓口

名 称 内 容 連絡先

行政相談窓口
農政に関するご意見・ご相談
（ご相談内容に該当する窓口が分からない
場合はこちら） 企画調整室

(011-330-8801）
消費税の転嫁対策等相談窓口

消費税の転嫁対策や軽減税率制度に関す
るご相談

情報公開窓口 北海道農政事務所の保有する情報の公開

総務課
(011-330-8803)

個人情報保護窓口
北海道農政事務所の保有する個人情報保
護

文書閲覧窓口
北海道農政事務所発行の刊行物、統計、
その他資料の閲覧及び貸出

事業費等の支払窓口 事業費等の支払いに関するお問合せ

会計課
(011-330-8806)

政府調達相談窓口
政府調達（物品の調達）に関するご相談
及び情報提供

官公需相談窓口

官公需（国、公団等の機関が物品の購入
やサービスの提供を受けたり工事の発注
をすること）についての中小企業者に対
する受注手続き等のご相談及び情報提供

環境保全型農業直接支払交付
金相談窓口

環境保全型農業直接支援交付金に関する
ご相談

生産経営産業部生産
支援課
(011-330-8807)

米政策に関する相談窓口
米政策、加工用米・新規需要米に関する
ご相談

生産経営産業部生産
支援課
(011-350-7658)

農畜産物の生産に関する相談
窓口

農畜産物の生産に関するご相談

生産経営産業部生産
支援課
園芸作物
(011-330-8807)
畜産物
(011-350-7656)
畑作物
(011-350-7658)

米穀取扱事業者の届出に関す
る相談窓口

米穀取扱事業者の届出に関するご相談

生産経営産業部業務
管理課
(011-330-8808)

米麦の輸出入の届出・輸入納
付金相談窓口

米麦の輸出入の届出・輸入納付金に関す
るご相談

農産物検査証明に関する申出
窓口

農産物検査法第33条第1項に関する申出

経営所得安定対策受付相談窓
口

経営所得安定対策に関するご相談 生産経営産業部担い
手育成課
(011-330-8809)人・農地等相談窓口

人と農地の問題の解決に向けた事業に関
するご相談
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名 称 内 容 連絡先

6次産業化の推進に関する総
合相談窓口

6次産業化に取り組む意向を持つ方々向
けのご相談・情報提供

生産経営産業部事業
支援課
(011-330-8810)

知的財産総合窓口
農林水産分野で「知的財産」を活用し、
競争力の強化、地域の活性化を図ろうと
する農林漁業者・団体等向けの情報提供

地理的表示等の不正表示通報
窓口

地理的表示等の不正表示に関する情報の
受付

農林水産物・食品の輸出相談
窓口

農林水産物・食品の輸出に関するご相談

地産地消相談窓口 地産地消に関するご相談

食品企業行動・食品産業環境
対策窓口

食品企業行動、食品産業環境対策に関す
るご相談

再生可能エネルギー・バイオ
マス相談窓口

再生可能エネルギー・バイオマスに関す
るご相談

輸出証明申請書窓口 輸出証明の申請に関するご相談
生産経営産業部事業
支援課輸出証明申請
（011-350-7661）

消費者相談窓口
消費者と行政をつなぐ窓口、食生活・食
料消費等のご相談、情報提供

消費・安全部消費生
活課
(011-330-8812)公益通報受付窓口 外部の方からの公益通報の受付

食育相談窓口 食育に関するご相談
消費・安全部消費生
活課
(011-330-8813)

米穀流通監視相談窓口
食用に適さない米穀の横流しなど不適切
な米の流通に関する情報の受付

消費・安全部米穀流
通・食品表示監視課
(011-330-8814)

食品表示110番 食品の不適切な表示に関する情報の受付
消費・安全部米穀流
通・食品表示監視課
(011-330-8811)

加工食品の原料原産地表示に
関する相談窓口

新たな加工食品の原料原産地表示制度に
関するご相談

消費・安全部米穀流
通・食品表示監視課
(011-330-8825)

登録肥料の更新申請窓口 登録肥料の更新申請 消費・安全部農産安
全管理課
(011-330-8815)農薬使用計画書提出窓口 農薬使用計画書の提出

ペットフード安全法に関する
相談窓口

ペットフードの製造・輸入の届出関係等
のご相談

消費・安全部畜水産
安全管理課
(011-330-8816)

農林水産統計照会窓口 農林水産統計情報に関するお問合せ
統計部統計企画課
(011-330-8818)

Inquiries
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住所・アクセス Address/Access

〒064-8518 札幌市中央区南22条西6丁目2-22 エムズ南22条ビル
TEL:011-330-8803（総務課）

FAX:011-520-3052（総務課）
Webサイト:https://www.maff.go.jp/hokkaido/

■市電

■地下鉄

■じょうてつバス
「幌南小学校前」降車、徒歩５分（300ｍ）

南北線「幌平橋」降車
２番出口より徒歩２０分（1,500ｍ）

系統：［快速７、８］［南４、５４、５５、６４］
「南２１条西１１丁目」降車
徒歩１０分（800ｍ）

〒003-0029 札幌市白石区平和通2丁目北5-10

TEL:011-863-6031
FAX:011-863-6033

農林水産省北海道農政事務所

白石庁舎
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